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別紙 

 

東京都に よる 特 別 指導検査 の結果 及 び改善状 況につ い て （概要 ）  

 

本資料は 、 東京 都 か ら の情 報提供 を 受けて作 成した も のである 。  

 

１  特別 指導検 査 の 結 果 （ 指摘内 容 ）  

(1) 保育 所 の 委託 費 が 適 正に 管理さ れ ていない ので 是 正 すること 。   

認可保育 所 の 委 託 費 は 、当 該保育 所 の人件費 、管理 費 及 び事業 費

に支出さ れるべ き ものであ るが、 一 定の要件 を満た す 場合に認 めら

れる弾力 運用 を 行 う 際 には 、その 対 象及 び手 続き、 管 理・運用 の方

法等の委 託費 の 経 理等 につ いて 定 め た取扱い を遵守 し なければ なら

ない。  

しか し 、 運 営 す る 保 育 所に おいて は 、 委託費 の経理 等 について 認

識が不足 してい る 上、委託 費 の取 扱 いを遵守 するこ と なく、 各 施設

間の資金 の 貸借 又 は 繰入金 支出、 繰 入金収入 を認識 し ないまま 、 委

託費を施 設間 で 資 金移動 す るなど 、 保育所単 位 での 資 金管理 が 適正

に行われ ていな か った。   

また 、令 和４年 度 決算書 の 貸借対 照 表 に計上 されて い る 積立資 産

は、設置 者 が 運 営 す る 保育 所 の積 立 資産 の合 計 315,500,000円である

が、積立 資産 の 目 的外使用 を行う 場 合に必要 な都に 対 する協議 を行

うことな く、 保 育 所 の 運転 資金 に 充 当したこ とによ り 、この 積 立資

産に対応 す る 預 金 があると される 本 部の普通 預金 の 残 高 の合計 は

127,484,068円 とな っており 、 積立 資 産 が適正 に管理 さ れていな かっ

た。   

(2)  他の拠 点区分 へ の 資 金 の 貸付け 及 び借入れ の認識 が されてい ない

ので是正 するこ と 。   

認可保育 所 の 委 託 費 の 同一 法人内 に おける各 施設拠 点 区分、本 部

拠点区分 又 は 収 益 事業等 の 事業区 分 への資金 の貸付 け について は、

当該法 人 の 経営 上 や む を 得 ない場 合 に、当該 年度内 に 限って認 めら

れる。  

しか し 、 法人本 部 へ の 資金 送金時 及 び法人本 部 によ る 各保育所 の

経費立 替 え 支出 時 に 総勘定 元帳上 、 資金 の貸 付け及 び 借入れの 認識

がされて いない 。   

 

 

 



２  指摘 事項 に 係 る 改善状 況 の確 認   

(1) 保育 所 の 委託 費 が 適 正に 管理さ れ ていない ので 是 正 すること 。   

ア  修正 後 の 令 和 ４年度決 算 につ い て、 積立 資産 の 残 額 と口座 残額

は一 致し ている 。 不 足 して いた 金 額 は、法人 が経営 し ている 他 の

保育 所の 運転資 金 等 に 使用 された こ とを 確認 してい る 。なお、 各

保育 所の 積立資 産 の 金 額の 確定、 令 和４年度 決算 の 修 正内容 に つ

いて は 、 運営事 業 者 が 関係 区市 に 対 して説明 してい る 。   

イ  令和 ５年度 決 算 につい て、 積 立 資産 の残 額と口 座 残額 は一 致し

ている。 また、 企 業会計 の 帳簿 か ら 社会福祉 法人会 計 基準 への 組

替え 処 理 は 適 正 に 行 われて いるこ と を 確認し ている 。   

ウ  保育 所 の 預 金 及 び 積立 資産 は 、 本部一括 管理 で は なく、 保 育所

の通 帳で 管 理 す る 方 法 に変 更した こ とにより 、 保育 所 単位 での 資

金の 管 理 を 明 確 に するよう にした 。   

エ  一般 指導検 査 において 、 令和 ６ 年度期中 の会計 処 理 につい て、

本部 に対 す る 資 金 の 送 金は 職員給 与 等 の保育 所 の経 費 を支払っ た

金額 とし 、 毎月 精 算 してい ること を 確認した 。 保育 所 単位 での 資

金管 理を 徹 底 す る ようにな った。   

(2)  他の拠 点区分 へ の 資 金 の 貸付け 及 び借入れ の認識 が されてい ない

ので是 正 するこ と 。   

ア  運営 事業者 が 拠点区分 間 の貸 し 借りを決 算書類 上 で認識し てい

るこ と を 確 認 し た 。 社内精 算金（ 実 質的 な拠 点区分 間 貸付金 ） 、

拠点区分 間貸付 金 、拠点区 分間借 入 金 につい ては、 保 育所間 の 貸

し借 りで はなく 、 すべて 本 部に 対 す る貸付金 、本部 か らの 借入 金

であ る 。   

イ  令和 ７年３ 月 ６日 に 本 部が各 園 から借り た借入 金 について の 返

済計 画 書 が 提 出 さ れた。 令 和６年 度 から令和 13年度 の ８年間に か

けて 分 割 し て 返 済 し て いく 計画 で あ る。   

ウ  本部 の 返済 金 の 原 資 は 、本部 が 貸付けを 行って い る 保育所 から

の返済金 及 び 本 部 の 独自財 源 を 充 て ることを 確認し て いる。   

エ  返済 計画 ど お りに 返 済 されて い るかにつ いては 、 今後、確 認し

てい く 。   

 

以上のと おり改 善 状況を確 認し、東 京 都は、(1)については「 改善済 」、(2)

について は「改 善 中」と判 断した 。  


